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Ⅰ  伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

本市は、福岡県の南東部に位置し、南部には耳納連山を抱き、北部には筑後川が東西に流れ

ている自然豊かな地域である。 

耳納連山を源流とする巨瀬川、小塩川、隈上川が流れ筑後川に注ぎ込んでいる。筑後川の南

に広がる平坦部、平坦部と山間部との合間にある山麓部、耳納連山に属する山間部で構成され

ている。本市の総面積は 11,746ｈａであり、うち森林面積は 5,929ｈａで、総面積の 50％を占

めている。全て民有林で、そのうちスギ・ヒノキを主体とした人工林の面積は 5,094ｈａであり、

人工林率は 86％で県平均よりかなり高い。現在、人工林のうち 50 年生以上の収穫期に達した林

分が 2,731ｈａと 54％を占めており、主伐の推進および再造林の確実な実施による森林の循環

利用を図る必要がある。一方、35 年生以下の若い林分が 1,850ｈａで 36％を占めており、保育、

間伐を適正に実施していく必要がある。 

これらの森林は、林産物の供給、水源の涵
かん

養、山地災害の防止機能の発揮を通じて、地域住民

の生活に深く結びついてきたところであるが、近年、住民生活の向上や価値観の多様化等を背

景として、自然環境の保全や保健文化的な役割など多面的な機能の発揮が一層期待されるよう

になっている。 

このような期待の高まりに応え、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を確保していくた

め、生態系としての森林という認識のもと重視すべき機能に応じた森林資源の整備推進に努め

ることが重要な課題となっている。こうした課題と地域の実情を踏まえて、森林整備を推進し

ていく。 

特に本市では近年、豪雨災害が頻繁に発生しており、河川の損壊、溢水、住居の浸水、土砂崩

れ等の被害に見舞われている。このため適切な森林管理により、崩壊防止機能、洪水緩和機能の

向上を図り災害に強い森つくりを行っていく必要がある。また、主伐による生産量が増加して

いるため、林地保全等のルールの制定や大規模な皆伐や森林環境にインパクトを与える開発を

制限し、安心暮らせる環境を作っていく必要がある。 

未来の森を考えるにあたり本市では 2050 年に人口が 17,235 人まで減少し、老年人口比率が

48％になることが予想されており、市の税収の減少に伴う行政運営は厳しさを増していく。さ

らに森林に関心のない所有者の代替わりと分散が進み、林業が先細りする可能性が高い。この

ような状況下、森林の管理にかけられる費用が減少するとともに、将来の担い手確保と林道等

のインフラの維持・管理は困難になることが予想されるため、従前の管理を行っていくことは

不可能である。そのため将来を見通して、適地における循環利用の推進とそれ以外の箇所にお

ける管理コストの少ない森林の造成や森林所有の集約化等を推進し、水源確保や災害防止など

安心して暮らせる環境を維持する必要がある。 
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２ 森林整備の基本方針 

うきは市の森林が目指すべき姿は、森林の有する公益的機能が高度に発揮されつつ、木材

の生産により地域に資金が還流され、森林と社会が共生して持続可能な地域を実現し、安心

して暮らせる環境を維持することができる森林である。 

そのため、「森といきる」、「森をそだてる」、「森をつかう」の３つに方向性を整理して未来

の森に向けての基本方針とする。 

「森といきる」は森林が水資源の確保や土砂の流出防止、山地災害の防止、自然環境との共

存等の重要な役割を果たしていることに鑑み、森林施業にあたっては、木材生産のみならず、

公益的機能が高度に発揮できるよう考慮しつつ実施するものとするとともに、適地以外の森

林では管理コストの小さい森林造成に取り組む。 

「森をそだてる」は森林が様々な恩恵をもたらしていることに鑑み、林相の転換や優良品

種や新技術の積極的活用等により管理コストの減少しても機能発揮が保たれる森林を造成す

ることに取り組む。また、将来森林のもつ温室効果ガスの吸収機能や生物多様性の維持、水資

源の保全といった自然資本としての森林の価値が経済価値を創出する可能性を考慮してこれ

らの機能が高度に発揮される森林管理に取り組む。 

「森をつかう」は森林資源が循環利用の可能な資源であり、地域経済に貢献するものであ

ることから、利活用を推進し循環型社会への移行を図ると共に、多くの製材業者が存在する

当市において、更なる産業の発展を推進する。また森林セラピーをはじめとした森林の多角

的利用の推進を図れる多様で、優れた森林の造成に取り組む。 

 

（１）地域の目指すべき森林資源の姿 

森林資源の状況、流域の自然的、社会経済的な特質、森林の有する公益的機能の発揮に

対する要請、木材需要の動向、豪雨の増加等の自然環境の変化等を総合的に勘案しつつ、森

林の有する機能ごとに、その機能を高度に発揮するために望ましい森林の姿を次のとおり

とする。 

① 水源涵
かん

養機能 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を

蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有

する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等

が整備されている森林。 

② 山地災害防止機能／土

壌 保全機能 

 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が

射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し

土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じ

て山地災害を防ぐ施設が整備されている森林。 

③ 快適環境形成機能 樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物

質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森

林。 
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④ 保健・レクリエーション 

機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理さ

れ、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を

提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活

動に適した施設が整備されている森林。 

⑤ 文化機能 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史

的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化

活動に適した施設が整備されている森林。 

⑥ 生物多様性保全機能 

 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森

林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する

渓畔林。 

⑦ 木材等生産機能 

 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上

で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であっ

て、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。 

 

 

（２）森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

森林整備及び保全の推進に当たっては、森林の有する水源涵
かん

養、山地災害防止／土壌保

全機能の維持増進に配慮しつつ、森林資源を有効に活用できるよう、間伐等の適切な実施、

適格な更新の確保、混交林化などを図る。 

また、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性などの森林の有する多

面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、機能に応じた適正な森林整備の実施により

健全な森林資源の維持造成を推進することを基本とする。 

さらに、花粉発生源対策を加速するとともに、航空レーザ測量等のリモートセンシング

による高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備により、効率的な森林施業、森林の

適正な管理経営を推進する。 

また、農山村地域の振興に欠くことのできない施設である林道等の路網を計画的に整備

することとする。 

あわせて、シカ等による森林被害も含めた森林の状況を適確に把握するため、森林 GIS 

等の効果的な活用を図る。 
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森林の有する機能 森林整備の基本的な考え方 

水源涵
かん

養機能  

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地

域の用水源として重要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林

は、水源涵(かん)養の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する

こととする。 

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐

を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするととも

に、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとす

る。 

また、立地条件や地域住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推

進することとする。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵(かん)養機能が十全に発揮さ

れるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。 

山地災害防止機能

／土壌保全機能 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林な

ど、土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のあ

る森林は、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として

整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を

考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することと

する。 

また、立地条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進す

ることとする。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の

流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管

理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある

場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。 
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快適環境形成機能 

地域住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等

の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風

害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の

維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防

備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様

性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。 

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等

に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進することとする。 

保健・レクリエーシ

ョン機能 

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャ

ンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に

適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として

整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、市（町村）民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条

件や市（町村）民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林

整備を推進することとする。 

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとす

る。 

文化機能 

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を

形成する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文

化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することと

する。 

また、風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとす

る。 

生物多様性保全機

能 

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与

している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管

理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながら

も、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に適した

様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されてい

ることを目指すものとする。 

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・

水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の

発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る
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森林として保全することとする。 

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進するこ

ととする。 

木材等生産機能 

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生

産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。具体的に

は、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森

林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるた

めの適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、

施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とす

る。 

 

                             

３ 森林施業の合理化に関する基本方針                      

県、市、森林所有者及び森林組合等が相互に連絡を密にすることや、地域協議会等で合意形成

を図ることにより、関係者が一体となって森林施業の共同化、林業後継者の育成、林業機械化の

促進及び木材流通・加工体制の整備などの林業諸施策を計画的かつ組織的に取り組み、森林施

業の合理化を推進することとする。 

 

Ⅱ  森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

                                       単位：年 

注） 標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として森林施業、

制限林の伐採規制等に用いられるものであり、標準伐期齢に達した森林の伐採を促すた

めのものではない。また、特定苗木等が調達可能な地域では、その特性に対応した標準

伐期齢の設定を検討するよう努めるものとする。 

地域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ 
ｽﾗｯｼｭﾏﾂ

ﾃｰﾀﾞﾏﾂ 

その他 

針葉樹 
クヌギ 

ザツ・その

他広葉樹 

アカシ

ア類 

うきは市 ３５ ４０ ３０ ２０ ３０ １０ １５ ８ 
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標準伐期齢の例外 

以下の 2 項目を全て満たす場合に、標準伐期齢未満の伐採を行うことができるものとする。 

①鳥獣被害、自然災害等を受けている又は主伐時に 0.6ha 程度以下の小規模に取り残され被害

を受ける可能性が高い森林等で市長が認める森林であること 

②伐採後に適確な更新を図る森林であること 

 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

森林の立木竹の伐採に当たっては、「第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項」

で定められる公益的機能別施業森林の区分に応じた適切な林齢、伐採方法（皆伐、択伐）、

伐採面積、集材方法において計画的かつ効率的な伐採を推進することとする。加えて保安

林については、その保安林に定める指定施業要件に従い伐採することとする。                                    

立木竹の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、

再び立木地となること）を伴う伐採により行うものとする。 

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して

行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には少なくとも周辺森林

の成木の樹高程度の幅を確保すること等を旨として、立地条件、地域における既往の施業

体系、樹種の特性、木材需要構造、森林資源の構成等を勘案して伐採範囲を定めるものとす

る。 

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方

法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然

稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮することとする。なお、自然条件が劣悪

なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要がある森林における伐採の方法に

ついては、択伐等適確な更新に配慮したものとする。 

さらに、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持並びに渓流

周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の

保護樹帯を設置することとする。 

この他、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号

林野庁長官通知）を踏まえた方法により実施するものとする。 

なお、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画第４の１（２）で定め

る「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方

法」に適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令

和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法に

より行うものとする。 
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ア 皆伐 

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。 

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び森林の有する公益的機能

の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一か所当たりの伐採面積の規模及

び伐採区域のモザイク的配置に配慮するとともに、伐採跡地が連続して 20ha を超えな

いものであることとし、適確な更新を図ることとする。 

イ 択伐 

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方

法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合

で行い、伐採率は材積率で 30％以下（伐採後の造林が植栽による場合は 40％以下）と

する。 

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造

となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとする。 

 

３ その他必要な事項 

ア 主伐時期の目安  

収穫期に達した人工林は、森林の世代サイクルを回復させるため、下記の目安及び

各林分の成長量や生産目標等を勘案したうえで計画的に主伐を推進することとする。 

県の標準的施業モデルによる試算では、一般材生産の場合について、スギはおおむ

ね５５年生以上、ヒノキはおおむね５０年生以上で、森林整備の継続を経済面で支え

ることが期待できることから、この林齢を主伐時期の目安として定めるものとする。 

目安 

 

 

 

 

※標準的な成長量及び立地での、標準的施業モデルによる試算での目安であることに

留意する。条件によっては主伐時期が前後する場合もある。 

 

イ 被害木である等の理由により伐採を促進すべき林分の指針 

制限林や特用林及び自家用林、試験研究の目的に供している森林以外で、風害等の

気象災、病虫害等の被害を受けているもの又は受けやすいもので成長量が著しく低下

した林分とすることとする。 

 

 

樹種 林齢 生産目標 
期待胸高直径

（cm） 

期待樹高

（ｍ） 

スギ 55 年生以上 一般材生産 31 23 

ヒノキ 50 年生以上 一般材生産 22～25 17 
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ウ その他必要な事項 

伐採跡地の林地残材及び枝葉等については、浮羽町三春地区のストックヤードに出

荷し、バイオマス発電用燃料として売却を行うなど積極的な活用を図り、流木災害の

防止を図るとともに森林所有者の収益増加を目指す。なお、林内においてその整理を

行う場合については、土砂災害等の発生源とならないよう留意することとする 

 

第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

（１）人工造林の対象樹種 

区  分 樹  種  名 備  考 

人工造林の対象樹種 スギ・ヒノキ・クヌギ・マツ・ケヤキ・

その他広葉樹 

 

注） 定められた樹種以外の樹種を植裁しようとする場合は、林業普及指導員又は市

町村担当課と相談の上、適切な樹種を選択することとする。 

なお、苗木の選定にあたっては、成長に優れた特定苗木や少花粉スギ等の花粉の

少ない苗木を積極的に選択することとする。 

（２）人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の標準的な方法 

樹  種 植栽本数 

ス  ギ 1,500～3,000 本/ha 

ヒ ノ キ 1,500～3,000 本/ha 

ク ヌ ギ 2,000 本/ha 以上 

その他広葉樹等 3,000 本/ha 程度 

注）その他広葉樹等のうちセンダンについては、林業改良普及員等とも相談の上、

既住の研究成果に基づき必要な保育を行い、森林の有する公益的機能の発揮が

十分期待される場合に限り、400 本/ha を下限とすることができる。  

複層林化を図る場合の樹下植栽については、標準的な植栽本数に下層木以外の 

立木の伐採率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽する。 

また、定められた標準的な植栽の本数によらない範囲で植栽しようとする場

合は、林業普及指導員又は市町村担当課と相談の上、適切な植栽本数を決定する

こととする。 
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イ その他人工造林の方法 

区   分 標 準 的 な 方 法 

地拵えの方法 雑草木を刈り払い、伐採木の枝条や刈り払った雑草木を斜面

に一定間隔で整理する。 

なお、造林コストの縮減にもつながることから、主伐と造林の

一体的な計画を進め、主伐作業と一体的な地拵えを積極的に

実現するものとする。 

植付けの方法 苗木の根が十分入る程度の大きさの植え穴を掘り、根をよく

広げて埋め戻し、土と根が密着するように踏み固めて、丁寧に

植裁する。 

植裁の時期 乾燥等気象条件を十分に考慮し、２月～４月の間に植裁を行

うものとする。なお、コンテナ苗については、寒冷地の冬季を

除き、上記植栽時期以外でも高い活着率が見込め、専用の植栽

器具を利用することで効率よく植栽を行うことができるた

め、積極的に利用するものとする。 

 

（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林資源の造成とともに林地の荒廃を防止するため、皆伐による伐採跡地で人工造

林により更新を図るものについては、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日か

ら起算して、２年以内に更新するものとする。 

ただし、択伐による伐採については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算して５年以内に更新するものとする。 

保安林については、その保安林に定める指定施業要件に従い植裁すること。 

 

２ 天然更新に関する事項 

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等から、主に天然力の活用により適確な

更新が図られる場合は天然更新とする。 

（１）天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種は、適地適木を主として、前生稚樹の生育状況や母樹の存在等の

森林の現況、立地条件、周辺環境等を勘案し、針葉樹、ブナ科、ニレ科等の広葉樹及び先

駆性樹種のうち中高木性の樹種であって、将来の森林の林冠を構成するもの、又は、遷移

過程において中高木になりうる樹種とし、「福岡県天然更新完了判断基準」で定める樹種

とする。このうち、ぼう芽による更新が可能な樹種は、コナラ、イヌブナ、ブナ、クリ、

カスミザクラ、イタヤカエデ、イヌシデ、オオモミジ、アカシデ、ホオノキ、ミズナラ等

である。 
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（２）天然更新の標準的な方法 

天然更新に当たって、天然下種更新による場合は、それぞれの森林の状況に応じて、

地表処理、刈出し、植込み等の天然更新補助作業を行うこととし、ぼう芽更新による場

合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、芽かき又は植込みを行うこととする。 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

天然更新対象樹種の期待成立本数及び更新すべき本数 

期待成立本数（本/ha） 更新すべき本数（本/ha） 

10,000 本 3,000 本 

 

イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区分 標準的な方法 

地表処理 
ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されて

いる箇所において、かき起こし、枝条整理等を行う。 

刈出し 
ササなどの下層植生により天然稚樹の阻害されている箇

所については、ササなどを刈り取る。 

植込み 
天然稚樹の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所

に必要な本数を植栽する。 

芽かき 

ぼう芽更新の際に発生する、ぼう芽枝の本数が多くなりす

ぎないように、ぼう芽が適正本数になった以降に発生した

芽を摘み取る。 

 

ウ その他天然更新の方法 

天然更新の完了確認については、「福岡県天然更新完了判断基準」で定める調査方

法による現地調査を行うものとし、更新が完了していないと判断される場合は、植込

み等の作業を行って更新の確保を図るものとする。 

 

（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

天然更新によるものは、早期に更新を図るものとし、伐採が終了した日を含む年度

の翌年度の初日から起算して５年以内に更新するものとする。 

なお、５年後において適確な更新がなされない場合には、その後２年以内に植栽に

より更新するものとする。 
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３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

（１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林については、以下の基準に該当するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在  

森 林 の 区 域 備    考 

該当なし  

 

以下の場合は、植栽によらなければ適確な更新は困難となる可能性があることから、

天然更新を行う場合は、現地状況に十分注意すること。 

 

○植栽によらなければ適確な更新が困難となる可能性のある森林の条件 

以下の条件に 1 つ以上該当する場合は、植栽によらなければ適確な更新が困難となる可能

性がある。 

隣接広葉樹からの距離が１００ｍ以上離れている森林 

林齢４０年生未満の森林 

放置竹林と隣接する森林 

   

 

 

 

 

 

森林の区域 備考 

以下の条件に１つ以上該当する場合  

 シカの生息密度が３１頭/km2 以上の地域にある森林（た

だし、シカ防護柵設置や駆除等の適切な防除を行わない場

合） 

 

下層植生が少なく表土が流失した森林  

 病害虫の発生箇所や岩石地等、天然下種及びぼう芽による

方法では、適確な更新が確保できない森林 
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４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

（１）造林の対象樹種 

ア 人工造林の場合 

   スギ・ヒノキ・クヌギ・マツ・ケヤキ等広葉樹 

イ 天然更新の場合 

   「福岡県天然更新完了判断基準」で定める樹種 

 

 

（２）生育し得る最大の立木の本数 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の、伐採跡地における植栽本数の基

準として、天然更新対象樹種が５年生時点で生育し得る最大の立木の本数を１０，０

００本/ha と定める。 

なお、造林する場合は、樹高が草丈を超えている（双方の差が２００cm 以上または

草丈の２倍以上の樹高）更新対象樹種を、この本数の１０分の３を乗じた本数以上成

立させること。 

 

 

５ その他必要な事項 

作業道での重機による踏み固めや表面浸食は、種子の発芽を妨げるほか、種子そのもの

の流出をもたらすため、天然更新を行う場合には、路網の配置や密度に十分に配慮するも

のとする。 
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第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

 間伐とは、樹冠疎密度が 10 分の 8 以上にうっ閉した森林において行い、材積率で伐採率

が 35％以下であり、かつ、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね５年後にお

いて樹冠疎密度が 10 分の 8 以上に回復することが確実であると認められる範囲内で行う

ものとする。 

間伐の標準的な方法 

樹種 
植栽本数 

(本/ha) 

間 伐 時 期 

（見込み林齢） 

間伐の方法等 
１
回
目 

（
除
伐
） 

２
回
目 

３
回
目 

４
回
目 

５
回
目 

６
回
目 

７
回
目 

スギ 

1,500 

※ 

35 50 65 80   間伐木の選定は、林分構成の適

正化を図るよう、形成不良木等

に偏ることなく行うこととす

る。 

間伐の間隔は、標準伐期齢に達

しない森林については 10 年に

１回、標準伐期齢以上の森林に

ついては 15 年に１回を標準と

し、現地の状況を勘案して判断

することとする。 

2,000 22 35 50 65 80  

2,500 16 25 35 50 65 80 

3,000 (12) 17 24 35 50 65 80 

ヒノキ 

1,500 

※ 18 27 38 49 60 80 2,000 

2,500 

3,000 
(13) 18 27 38 49 60 80 

3,500 

※間伐時期（見込み林齢）における樹高等については、筑後・矢部川地域森林計画書（附）参考資料 ６ 

その他（１）「施業方法別の施業体系」を標準とする。 

※若齢級の初間伐については、列状間伐の導入に努めるものとする。 

注 1）保安林にあっては、保安林の指定施業要件として定められた間伐率の範囲内で行うこ

と。 

注 2）１回目（除伐）の欄は、除伐作業に併せて本数調整を行う場合の見込み林齢を記載。 

注 3）※について除伐は行うが、本数調整は行わない。 

※ ※ 
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２ 保育の種類別の標準的な方法 

保育の種

類 
樹種 

実施すべき標準的な林齢及び回数 標準的な

方法 
備考 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

下刈り 

スギ 1 1 1 1 1 1        

  植 裁 木 が

下 草 よ り

抜 け 出 る

まで行う。

実 施 時 期

は、６～８

月 の 間 に

行う。 

 

ヒノキ 1 1 1 1 1 1        

  

クヌギ 1 1 1 1 1 1        

  

つる切り 

スギ 

    

2 

下 刈 り 終

了後、つる

の 繁 茂 状

況 に 応 じ

て行う。実

施時期は、

６ ～ ８ 月

の 間 に 行

う。 

 

ヒノキ 

    

2 

クヌギ 

    

2 

除伐 

スギ 

    

1 

成 長 を 阻

害 又 は 阻

害 が 予 想

さ れ る 侵

入 木 や 形

成 不 良 木

を 除 去 す

る。 

 

ヒノキ 

    

1 

クヌギ 

    

1 

 

３ その他必要な事項 

局所的な森林の生育状況の差異を踏まえ、間伐及び保育の標準的な方法では十分に目的

を達成できないと見込まれる森林については、生育状況等を考慮し間伐及び保育の方法を

決定するものとする。 
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第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

公益的機能別施業森林は、水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進す

べき森林、土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林、快適な環境の形成機能の維持増進を図るための森林施業を推進す

べき森林ならびに保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の４区

分に区域を定める。 

区域内において機能が重複する場合は、それぞれの機能の発揮に支障のないように森林

施業の方法を定める。 

 

 

（１）水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

【水源涵
かん

養機能維持増進森林】 

ア 区域の設定 

当該森林の区域を別表１のとおり定める。 

イ 施業の方法 

下層植生の維持を図りつつ適正な森林の立木蓄積を維持し根茎の発達を促すた

め、伐期の長期化（標準伐期齢＋10 年以上）及び伐採面積の縮小・分散を図る（伐

採後の更新未完了の面積が連続して 20ha を超えないこと）。 

当該施業を行う森林の区域を別表２のとおり定める。 

 

森林の伐期齢の下限                          単位：年 

区域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ 
ｽﾗｯｼｭﾏﾂ 

ﾃｰﾀﾞﾏﾂ 

その他

針葉樹 
クヌギ 

ザツ・その

他広葉樹 
アカシア類 

うきは市 45 50 40 30 40 20 25 18 

 

（２）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保

健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林など、水源涵
かん

養機

能維持増進森林以外の森林 

①【山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林】 

②【快適環境形成機能維持増進森林】 

③【保健文化機能維持増進森林】 

④【その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林】 

ア 区域の設定 

当該森林の区域を別表１のとおり定める。 
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イ 施業の方法 

①～③の公益的機能の維持増進を特に図るべき森林については、択伐によ

る複層林施業を推進する。択伐による複層林施業は択伐率を 30%以下（材積

率）として、維持材積を 7 割以上確保するものとする。ただし、伐採後の造

林を人工植栽による場合は、択伐率を 40%以下（材積率）として、下層木を

除く立木の材積が収量比数 0.75 以上となる森林につき、伐採後の材積が収量

比数 0.65 以下となるように伐採を行う。 

それ以外の森林については、択伐以外の方法により複層林へと誘導するこ

ととする。 

択伐以外の方法による複層林施業は伐採率を 70%以下として、維持材積を

５割以上確保するものとする。 

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機

能の確保ができる森林については、長伐期施業（標準伐期齢のおおむね２倍以

上）を推進すべき森林とし、伐採に伴う裸地の縮小及び分散を図る（伐採後の

更新未完了の面積が連続して 20ha を超えないこととする）。 

なお、保健文化機能維持増進森林のうち、特に地域独自の景観等が求めら

れる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の広葉樹

を育成する森林施業を推進する。 

 

 

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限             単位：年 

区域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ 
ｽﾗｯｼｭﾏﾂ 

ﾃｰﾀﾞﾏﾂ 

その他

針葉樹 
クヌギ 

ザツ・その

他広葉樹 
アカシア類 

うきは市 70 80 60 40 60 20 30 18 

 

 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域

内における施業の方法 

木材の生産機能の維持増進を図る森林【木材生産機能維持増進森林】の区域については、

材木の生育に適した森林、林道等の開設状況から効率的な森林施業が可能な森林、木材生

産機能の評価区分が高い森林等、個々の森林の立地条件、森林の内容、地域要請等から見た

一体的な森林整備の観点を踏まえて定める。 

公益的機能別施業森林と重複する際には、その施業方法に準じることとする。 

（１）区域の設定 

当該森林の区域を別表１のとおり定める。 
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（２）施業の方法 

木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた伐採

方法等を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等の実施、森林施業の

集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。 

なお、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、アカ

マツの天然下種更新やコウヨウザンの萌芽更新を行う森林など、うきは市が定める例

外を除き、原則として皆伐後には植栽による更新を行うものとする。 

 

３ その他必要な事項 

クヌギやコナラなどを薪炭材やほだ木として利用する場合は、伐採適齢期で伐採できるも

のとする。ただし、森林の有する公益的機能の発揮に支障をきたさないよう早期に更新を

図るものとする。 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

森林組合等へ造林、保育及び間伐等の森林施業の委託を促すことにより、計画的な森林施

業を図ることとする。 

 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

ア 森林施業を計画的、効率的に行うため、市、森林組合が地区集会等を通して森林所有者

に森林経営の受委託を働きかける。また、不在村森林所有者については、ダイレクトメ

ール等を利用して、森林の機能及び森林管理の必要性について普及啓発し、林業経営参

画の意欲拡大を図る。 

イ 森林の経営の受託を担う林業経営体等の育成については、高性能林業機械の積極的な

導入を促すことにより作業の合理化、効率化を図る一方、施業の共同化による経営基盤

の強化や、経営の多角化を通じた事業量の拡大のよる組織運営の安定化、近代化を図る。

また、チェーンソー研修や刈払機等の基本研修並びにプロセッサ等の高性能林業機械に

よる材木集材などの高度な技術研修を実施し、技術者の育成を図る。 

あわせて、異業種から林業への新規参入や女性労働者の活躍・定着等に取り組む。 

さらに、担い手を受け入れる森林組合等の林業経営体に対しては社会保険制度の充実、

労働環境の改善を支援するものとする。  

ウ 施業の集約化に取り組む者への森林の経営の受託などに必要な情報の提供や助言、あ

っせんや地域協議会の開催による地域の合意形成等により、森林経営の委託の促進を図

る。 
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３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

森林経営受委託契約の締結により、長期的かつ安定的な森林経営を実現するため、森林

経営の受託者が森林の育成権及び一部立木の処分権、森林の保護や作業路網の整備等に関

する権限を森林所有者から委ねられるようにすること。 

 

４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行

うことをいう。）を森林所有者自らが実行できない場合には、市町村が経営管理の委託を受

け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、

林業経営に至っていない森林については市町村が自ら経営管理を実施する森林経営管理制

度の活用を促進する。 

 

５ その他必要な事項 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

本市の森林所有者は 2,360 人でその約９割は５ha 未満の小規模所有者である。小規模な

森林所有者が多い本市で、自己努力だけで伐採、造林、保育及び間伐等を計画的に実施し、

良質材の生産を目指すことは困難である。このため、施業の共同化を促進し、合理的な林業

経営を推進する。 

次に掲げた森林施業共同化重点実施地区において、施業実施協定の締結を促進し、森林

組合等へ造林、保育及び間伐等の森林施業の委託を促すことにより、計画的な森林施業を

図ることとする。 

 

森林施業共同化重点的実施地区の設定計画        （単位：ｈａ） 

 

 

 

 

 

２ 施業施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

施業実施協定の締結を推進するために、森林所有者の地区集会等への参加の呼びかけや不

在村森林所有者へのダイレクトメール等の送付などで森林管理の必要性について普及啓発し、

森林施業の共同化を図る。 

 

 

地区の名称 地区の所在 区域面積 

浮羽地区 うきは市浮羽町 5,100 

計  5,100 
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３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項  

ア 森林経営計画を共同で作成する者（以下「共同作成者」という。）は、全員により各年

度の当初に年次別の詳細な実施計画を作成して実施管理を行うこととし、施業は共同で

又は意欲ある林業経営体への委託により実施すること。 

イ 作業路網その他の施設の維持運営は共同作成者の共同により実施すること。 

ウ 共同作成者の一部が共同施業を遵守しないことにより、他の共同作成者に不利益を被

らせることがないよう、予め個々の共同作成者が果たすべき責務等を明らかにすること。 

エ 共同作成者の合意の下、施業実施協定の締結に努めること。  

４ その他必要な事項 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

効率的な森林施業を推進するため、林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度の水準、

路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムの基本的な考え方

は以下の表のとおりとする。 

区分 作業システム 
路網密度 （m／ha） 

基幹路網 細部路網 合計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 

車両系 

作業システム 
35 75 110 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系 

作業システム 
25 60 85 

架線系 

作業システム 
25 0 25 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系 

作業システム 
15 

45 

＜35＞ 

60 

＜50＞ 

架線系 

作業システム 
15 

5 

＜0＞ 

20 

＜15＞ 

急峻地 

（35°～  ） 

架線系 

作業システム 
10 0 10 

注１：「架線系作業システム」とは、林内に仮設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を

移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。 

注２：「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを仮設せず、車両系の林業機械

で林内を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。 

注３ ： 「急傾斜地」の< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘

導する森林における路網密度。 
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２ 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

作業路網等の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）を

以下の表のとおり設定する。 

路網整備等推進

区域 

面積

（ha） 
開設予定路線 

開設予定延長

（m） 
対図番号 備考 

大字田篭 95.48 田篭線 1,200 ① 
148、167

林班 

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

（１） 基幹路網に関する事項 

ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

 基幹路網については、国が定める林道規定、県が定める林業専用道作設指針に基づ

き、適切な規格・構造の路網整備を推進する。 

イ 基幹路網の整備計画 

開設 

／ 

拡張 

種類 (区分) 

位置

（字、

林班

等） 

路線名 

延長

（ｍ）

及び箇

所数 

利用区

域

（ha） 

前半５

ヶ年の

計画箇

所 

対図

番号 
備考 

開設 自動車道 
森林管

理道 

うきは

市 
田篭線 1,200 150  ① 指定林道 

開設計     1,200 150    

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 

東樫ヶ

平線 
770   ②  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 

三志毛

線 
329   ③  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 
釜滝線 840   ④  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 
岩屋線 928   ⑤  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 
日向線 1,750   ⑥  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 

吉の本

線 
1,433   ⑦  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林基

幹道 

うきは

市 

大野支

線 
929   ⑧  
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拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 

多々羅

線 
1,446   ⑨  

拡張 
自動車道

（改良） 

森林管

理道 

うきは

市 
尾谷線 2,810   ⑩  

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 

三志毛

線 
328     

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 
釜滝線 840     

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 
岩屋線 928     

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 
日向線 1,750  〇   

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 

吉の本

線 
1,074  〇   

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 

大野支

線 
929     

拡張 
自動車道

（舗装） 

森林管

理道 

うきは

市 

多々羅

線 
1,446     

拡張計     18,530     

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

基幹路網の維持管理については、「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年 3 月 29 日付け 

  13 林整整第 885 号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成 8 年 5 月 16 日 8 林野基第 

158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成し適切に管理することとする。 

 

（２） 細部路網に関する事項 

ア 細部路網の作設に係る留意点 

細部整備については、県が定める森林作業道作設指針に基づき、適切な規格・構造の路網整 

備を推進することする。 

イ 細部路網の維持管理に関する事項 

森林作業道が継続的に利用できるように適正に管理することとする。 

 

４ その他必要な事項 

山土場、機械の保管庫、土捨場等木材の合理的な搬出を行うために必要な施設は以下の表

のとおりである。 

施設の種類 位置 規模 対図番号 番号 

該当なし     
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第８ その他必要な事項  

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

本市の林家の大部分は経営規模が５ｈａ未満の小規模所有者である。保有森林の齢級は

主伐を実施できる 10 齢級以上の割合が多くなっているが、現段階では効率的な木材生産活

動ができる状況に至っていない。 

このため、森林施業の共同化及び合理化を進めるとともに、林道、作業道等の路網整備に

よる生産コスト及び労働強度の低減を図ることとする。 

また、高性能林業機械、ＩＣＴ技術の積極的な導入により、作業の合理化及び効率化に努

める一方、森林組合においては、作業班の拡充や体質改善を図り、地域林業の担い手として

機能を十分発揮できるよう、各種事業の積極的な取り組みや雇用体制の向上に努めること

とする。 

林業生産活動の停滞とともに林業就業者の高齢化が進行しているところであり、適正な森

林整備を進めていくためには、人材の確保と育成定着のための労働環境の改善が必要とな

っている。 

本市の林業は、小規模経営でしかも農業との兼業がほとんどで、農業の振興策とともに

林業労働者の育成確保対策を進めることが重要である。 

本市の林業の担い手である森林組合においては、施業の共同化による経営基盤の強化や、

経営の多角化を通じた事業量の拡大を図ることにより組織運営の安定化、近代化を図る必

要があり、研修等の実施や雇用の長期化や社会保険等の加入促進のための普及及び啓発を

推進し、労務班員の技術向上、さらには労働条件の改善に努め、雇用の安定化に努めること

とする。 

あわせて、異業種から林業への新規参入や女性労働者の活躍・定着等に取り組むことと

する。 

 

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

林家の経営は零細で、林業就労者の減少及び高齢化の傾向の中、林業経営の向上を図る

ためには、林業機械化は必要不可欠となっており、林道等の基盤整備とともに傾斜地の多

い地形条件や樹種等に対応した機械化の導入が重要な課題となっている。 

このようなことから、高性能林業機械の導入、林業における安全性の確保及び生産コス

トの低減を推進することとする。 

 

高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標 

伐倒・造材・集材については第７の１に示す路網密度の水準から架線系と車両系を選択する

こととする。 
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 タイプ毎のシステム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造林、保育等についての林業機械の導入目標は下記のとおりとする。 

作業の種類 現状（参考） 将来 

造林、保育等 地拵、下刈 
チェーンソー 

刈払機 

チェーンソー 

フォワーダ 

刈払機 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項  

国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材が合法性

確認木材となるよう合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第

48 号）に基づき、木材関連事業者においては合法性の確認等を実施し、合法性確認木材等

の取扱数量の増加等を図ることとする。 

 

林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の種類 
現状 計画 備考 

位置 規模 対図番号 位置 規模 対図番号  

該当なし        
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Ⅲ  森林の保護に関する事項 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

１ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

（１）区域の設定 

   鳥獣害防止森林区域を別表３に定めるものとする。 

別表３ 

 

 

 

 

（２）鳥獣害の防止の方法 

ニホンジカによる被害対策については、特に人工造林が予定されている森林にて行

うこととする。また、鳥獣害防止対策の実施に当たっては、鳥獣保護管理施策や農業被

害対策等と連携する。 

ア 植栽木の保護措置 

防護柵の設置及び維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等に

よる森林のモニタリング。防護柵については、改良等を行いながら被害防止効果の発

揮を図るように努める。 

イ 捕獲 

銃器もしくはわなにより捕獲を実施する。 

２ その他必要な事項  

鳥獣害防止の方法の実施状況確認は現地調査や森林所有者等からの情報収集にて行う。 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項  

１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

（１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

病害虫等による被害の早期発見及び早期駆除に努める。 

特に、松くい虫による被害について適確な防除手段の強化、多様化を推進し、被害の状

況等に応じ、被害跡地の復旧、抵抗性を有するマツ又は他の樹種への計画的な転換を

推進する。 

また、森林病害虫のまん延のために緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合は、伐採を

促進することとする。 

（２）その他 

うきは市、農林事務所、森林組合、森林所有者等が連携し、被害対策や被害監視、防

除実行を行い、早期発見及び早期駆除に努める。 

 

対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ｈａ） 

ニホンジカ 101～106、109、111～201、204、207～

215、240、246～249、251～252 林班 

4,017 
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２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

イノシシによる森林被害については、防護柵の設置等により被害対策を図るとともに、被

害の実態を把握し、その防止に向け銃器やわなによる頭数管理などを総合的かつ効果的に

推進する。 

また、鳥獣害防止森林区域外における森林被害については、被害の動向等を踏まえ防除や

駆除対策を図ることとする。 

 

３ 林野火災の予防の方法 

山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林巡視、

山火事警防等を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹帯の整備を推進する。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項  

造林のための地ごしらえ、開墾準備、焼畑、森林病害虫のために火入れを行う場合は、

市長の許可を必要として、火入れを行う周囲１ｋm の森林所有者及び管理者に通知するも

のとする。また、火入れを行う際は、周囲の現況、防火の設備の計画、気象状況を勘案し、

周囲に延焼のおそれのないように行うこととする。 

 

５ その他必要な事項  

（１）病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

 

 

 

（２）その他 

森林所有者等による森林の巡視を通じて、林野火災、風水害、病虫害、獣害、その他

の災害及び森林の汚染等の早期発見あるいは開発行為、施設の破損等の発見に努める。 

特に、保安林及び森林レクリエーション地域並びに林野火災等の被害が多発するおそ

れのある地域を、森林保全のために重点的に巡視する。 

 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項  

１ 保健機能森林の区域 

森林の所在 森林の林種別面積（ｈａ）  

位置 林小班 合計 人工林 天然林 無立木地 竹林 その他 備考 

 該当なし        

 

 

森林の区域 備考 

該当なし  
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２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

（１）森林保健施設の整備 

施設の整備 

管理施設、キャンプ場、林間広場、遊歩道及びこれに類する施設 

（２）立木の期待平均樹高  

 

 

 

 

注）立木の期待平均樹高：その立木が標準伐期齢に達したときに期待される樹高（すでに標準伐 

期齢に達している立木にあってはその樹高） 

 

４ その他必要な事項 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

（１）森林経営計画の記載の内容に関する事項 

森林経営計画の作成に当たっては、次に掲げる事項について適切に計画するものとする。 

ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植

栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第６

の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

（２）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域  

施業の区分 施業の方法 

造   林 
伐採後は、速やかに植裁又は更新作業を行うこととし、２年以内

に更新を完了するものとする。 

保   育 
景観の向上に資するように、必要に応じてササの刈り払いを行

うものとする。 

伐   採 択伐を原則とする。 

樹種 期待平均樹高（ｍ） 備考 

スギ 16.5ｍ  

ヒノキ 15ｍ  

区域名 林班  区域面積（ｈａ） 

吉井 1～19、244 林班 529.5 

山春小塩 101～111、113、114、119、120、122、123、130

～142、145 林班 

786.15 
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２ 生活環境の整備に関する事項 

都市住民を中心とした UJI ターン者等の定住を促進するため、山村集落における労働環境、

生活環境の改善に努める。 

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項  

うきは市は市土の半分を森林が占めており、着実な森林整備が実施され木材が生産されてい

る。また市内に多くの製材所があり、福岡県における製品生産の中心地である。このような中、

持続的なまちづくりを図るため地域材の需要を喚起しつつ、更なる産業の活性化を図るため担

い手の確保や木材の利用促進を図る。 

 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項  

本市の森林は森林セラピー基地に認定されており、セラピーコースには市内外から多くの来

訪者があり、市民の憩いの場にもなっている。このため森林所有者や森林セラピーボランティ

ア活動団体等と連携を図りつつ定期的に森林整備を行う。 

森林の総合利用施設の整備計画 

施設の種類 現状 将来 対図番号 

位置 規模 位置 規模 

該当なし      

 

 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１）地域住民参加による取り組みに関する事項 

市内の小・中学生をはじめとした青少年に対して、自然の大切さとふるさとへの親しみ

を育むため、森林環境教育等を推進する。 

 

 

新川東 115～118、121、124～129、149～153、158～160、

246～249、252 林班 

833.46 

新川西 182、184～189、194～205、208～210、245、250、

251 林班 

1,009.98 

田篭東 143、144、146～148、161～167 林班 517.37 

田篭西 154～157、168～181、183、190～193 林班 857.6 

妹川北 221～235、238、239、242、243 林班 722.6 

妹川南 206、207、211～220、236、237、240、241 林班 584.53 

合計 5,841.19 
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（２）上下流連携による取り組みに関する事項 

筑後川へ通じる隈の上川や巨瀬川川は本市をはじめ下流の久留米市、福岡市市の水源と

して重要な役割を果たしている。このようなことから、上下流間の協力による水源の森づ

くりなど上下流連携による取り組みを推進することとする。 

（３）その他 

 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

管理されていないと思われる森林の所有者に対して、森林経営管理の意向調査を行う。意向

調査は新川西地区より開始し、概ね 10 年の期間で市内全域を実施する。 

 

  計画期間内における市町村森林管理事業計画 

区域 作業種 面積 備考 

該当なし    

 

７ その他必要な事項  

保安林その他法令により施業の制限を受けている森林においては当該制限に従って施業を実

施することとする。 

また、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律

第 191 号）に基づき、県知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、県と連携し、制

度を厳正に運用する。 
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【別表１】 

区分 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林 

【水源涵
かん

養機能維持増進森林】 

 1～19、101～253 林班 

5,847.63 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき

森林 

【山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林】 

 

0 

快適な環境の形成の機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

【快適環境形成機能維持増進森林】 

該当なし 

0 

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 

【保健文化機能維持増進森林】 

178 林班 

4～10、68-2～68-4、73－1

～84、 

95～98 小班 8.24 

 生物多様性保全 該当なし  0 

 保健文化機能維持増進

森林  小 計 
 

8.24 

その他の公益的機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林 
該当なし 

0 

木材の生産機能の維持増進を図る森林 

【木材生産機能維持増進森林】 

101～253 林班(178 林班 4

～10、68-2～68-4、73－1～

84、95～98 小班、244,249

林班を除く) 5,299.94 

 特に効率的な森林施業

が森林可能な森林 

 

101～103、106、108、111、

113、115～118、120～131、

133～137、140、142、144～

148、150～154、157、158、

160、161、164～167、172、

174、175、177、179～183、

185、186、189、191、193、

196～219、222、227～229、

236、237、239、240、242、

245～248、250、251林班 3,770.58 
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【別表２】 

 

 

 

区分（施業の方法） 森林の区域 面積（ha） 

伐期の延長を推進すべき森林 1～253 林班 

(4、10、249、178 林班

4～10、68-2～68-4、

73－1～84、95～98 小

班を除く) 5,839.39 

長伐期施業を推進すべき森林 178 林班 4～10、68-2

～68-4、73－1～84、

95～98 小班 8.24 

複層林施業を推進すべき森林 複層林施業を推進すべ

き森林（択伐によるも

のを除く） 

該当なし 

0 

複層林施業を推進すべ

き森林 

該当なし 

0 

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林 該当なし 

0 


